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臨調

2014(平成 26)年4月に施行された精神保健福祉法の法改正に向けた有識者検討会で，保

護者の廃止に伴い，精神障害者が入院において自らの意思決定および意思の表明を支援する

もの(以下 fアドボケーターJ)を選択できる仕組みを導入すべきとされた。また，改正法的

則第 8条では， r精神科病院に係る入院中の処遇，退院等に関する精神障害者の意思決定及

び意思の表明についての支援の在り方Jについて検討を加えることとなった。この経緯の中

で，平成 27年度厚生労働科学研究補助金障害者総合福祉推進事業である「入院に係る精神

障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業jが公益社団法人日本精神科病説協会

(日精協)において実施された。本稿では，事業の概要と筆者が所窮する精神科病棟における

意思決定支援の取り組みについて報告した。精神障害者の意思決定支援については，現状で

は病院外部からのアドボケーターではなく病院スタッフが担当する場合が多いので，患者の

意思を第一に，病状を理解した上で家族らの意向も尊重したバランスのとれた総合的な患者

の最善の医療を考慮した取り組みが必要である。
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精神障害者(hospitalizedmental patient)，意思決定支援(decisionmaking)，意思

表明支援(expressionof the intention)，最善の匡療(bestmedical care) 

はじめに

意思決定および意思の表明の支援については， 2014 (平成 26)年 4)3に施行された

精神保健福祉法の法改正に向けた有識者検討会でう保護者の廃止に伴い，精神樟害者

が入院において自らの意思決定および意思の表明を支援するもの(以下，アドボケーター)

を選択できる仕組みを導入すべきとされた。しかし，その実施主体3 具体的活動内容

などについてはさまざまな意見があったため，アドボケーターは法改正には盛り込ま

れずに具体化に向けた調査・研究を行うこととなった。また3 改正法附則第 8条では，

[精神科病院に係る入院中の処遇，退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の

表明についての支援の在り方jについて検討‘を加えることとされた。このような経緯
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の中で，平成 26年度厚生労働科学研究補助金障害者総合福祉推進事業「入続中の精

神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業jが支援の三角点設置研究会

において行われた九次いで，平成 27年度の同事業では公益社団法人日本精神科病

院協会(以下， B精協)が， r入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に関する

モデル事業J(以下，平成27年度事業)を実施した九筆者はこの事業のまとめ役であっ

たので3 事業概要と筆者が所属する五稜会病院(以下，当院)で、行っている意思決定支

援の実際について紹介する。

平成 27年度厚生労働科学研究補助金(障害者総合福祉推進

事業) r入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表

明に関するモデノレ事業J
1. モデル事業の概要

有識者，法律関係者p 医療関係者，精神障害当事者，家族などで構成される検討委

員会を設置し，モデノレ事業の実施状況および調査・検討状祝の客観性や妥当性につい

ての評価や助言を得ながら 3 以下の事業が行われた。モデノレ事業の企画，進捗管理3

調査内容，結果分析，支援マニュアルの見直し，モデ、ノレ研修の企画・開催，研修プロ

グラム・研修マニュアルの見直し，アドボケーター機能の検討3 ガイドラインの作成，

検討委員会の設置である。全国 3か所で意思決定についてのモデル事業の実施と精神

障害者の意思決定および意思の表明に関する支援マニュアノレを作成(改訂)した。平成

26年度研究で明らかとなった課題などを踏まえ，研修マニュアノレ(案)の作成と精神障

害者の意思決定および意思の表明に関する研修を実施した。障害者総合支援法と改正

法の両面から意思決定および意思の表明のあるべき姿について検討し3 アドボケー

ター機能の枠組みの提示とそれぞれの枠組み内容に係るアドボケ)ターガイドライン

を作成した。本事業の報告書は，A.入院に係る精神障害者の意思決定および意思の

表明に関するモデル事業報告， B.モデノレ事業マニュアノレ(平成27年度改訂版)， c.モ

デノレ事業支援マニュアル(平成27年度改訂版)， D. モデノレ事業研修マニュアノレ， E. モ

デノレ事業研修テキスト， F. アドボケーターガイドラインの章立てとなっており，厚

生労働省のホームページに公開されている。

2. モデル事業

平成 26年度事業の課題を踏まえ，モデノレ事業実施マニュアノレを改訂し，全国 3か

所(長野県千曲荘病院，静岡県沼津中央病院，大阪府浜寺病院)でモデノレ事業が行われた。アド

ボケーターはp相談支援専門員とピアサポーターなどの，原則ペア(支援者チーム)で行っ

た。支援者チ}ムは，対象者の求めに応じ，対象者のもとへ赴いて話を開き，意思決

定および意思の表明に関する支援を行った。対象者は各病院4名で3 入院中の患者で

新規入院・再入院は問わず，アドボケートを希望する者から選定された。プ分ローアッ

プ体制として，モデノレ事業開始から 1か月時点， 2か月時点にモデノレ事業担当委員と

支援者チームの代表でフォロ}アヅプ会議を実施し，モデノレ事業担当委員から支援者
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チームヘスーパーパイズを行った。現地プロジェクト間の情報共有を行う一方3 モデ

ル事業報告会を行い，支援の内容，改善点などを話し合った。モデル事業を通じて，

アドボケート機能が患者からみて必要があるのか，病院からみて有用であるのかにつ

いて検討した結果，患者は「話しを聞いてもらえて良かったですjと答えていること

や，ピアサボーターが自分の単身での生活状祝や自分の使っているサーピスについて

伝えたり， r同じ精神科病院への入院という体験を持つピアサポーターの関与は3 患

者の安心感に繋がったJとの意見があった。支え手のピアサポーターにとっても相談

支援専門員とベアで行うことは活動しやすいとの感想がある。一方，ピアサポーター

の体調管理や精神疾患に対しての教育3 養成講座の必要性が不十分という意見があっ

た。

3. モデル事業の研修会・研修テキスト

平成27年度事業では，各都道府県において入院に係る精神障害者の意思決定およ

び意思の表明に関するモデル事業の研修をスムースに進めることができるような百的

でモデル研修マニュアノレが作成されている。モデノレ研修は，意思決定および意思の表

明に関する内容の提供とモデ、ノレ事業の報告ならびに，各職種聞での討論などの研績を

目的として， 2016年 1月初日に東京で開催された。また，アドボケーターについて

理解を深めるために，モデ、ノレ研修で、使用するテキストを作成した。内容は，対象者が

支援の専門員やピアサポーターであることを想定し，意思決定支援の必要性やこれま

での経緯3 関係条文，精神科領域以外の意思決定支援の紹介，改正精神保健福祉法の

概略，英国の意思能力法・行動指針3)などを盛り込んだものとなっている。なお，テ

キストでは3 より具体的なイメージをつかめるようにするため，意思表明の支援や長

期入院者の退院支援などの事例を提示した。

4. アドポケーターガイドライン

平成 27年度モデル事業では， r入院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明に

関するアドボケーターガイドラインjが作成された。本ガイドラインは，精神障害者

の意思決定支援のための道標を示したもので，精神障害者の意思決定支援に関する基

本的考え方や姿勢，具体的方法および配慮されるべき事項などを提示し，精神科病院

スタップが精神科医療を提供する擦に必要とされる意思決定支援の枠組みを示した。

本ガイドラインを利用することによって，障害者の権利が適切に表明されることにな

り，患者を中心とした医療スタッ 7，地域援助事業者，相談専門員，ピアサポーター

との密な連携が行われる。ガイドラインには，英国の意思能力法・行動指針を参考に，

意思決定および意思の表明に関しての具体例としてシナリオが提示されている(表)。

ガイドラインに準じて，病院外から意思決定支援者が入院医療機関と十分な連携を

とりあって，患者の意思が表明され意思決定が行われるのであれば3 医療の質の向上

に繋がり，患者にとっての[最善の医療jの実現に有益なものと考えられる。一方，

このガイドラインには批判的なものも含めて多数の意見があるo rアドボケーターj

の名郡，病院への情報提供，家族同意，ケア会議への参加，制度の利用促進3 本人と
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表シナリオの一例意思表明の支援

50代男性，慢性統合失調症。父母は健在であるが 高齢のために面会も少なくなった。現実

的な理解判断が出来ないために 10数年間鎖病棟で医療保護入院を継続している。重金属や水

を撒くホースが身体の中iこ入って辛い 重金属によって腸がやられているので，腸の入替えを

行うために数時間ベッドで臥床するなどの行動があるo ここ 5年くらい外出もしていない。医

療者から外泊を勧めても 自宅でも楽しいことはないからと言って断っていた。看護飾とのや

りとりの中で，昔行ったことのあるレコード屋に行き，近くのピザ屋(両庖舗ともすでに廃業)

でピザを食べに外出したいとの希望があった。

病院{閣は，主治医が外出を許可し 母親に連絡して外出を支援した。母親と一緒に外出し，

街中の庖舗も変わっていたが，大きな動謡もなく外出を楽しんできた。普段の生活の中で何げ

ない患者の希望が意思決定支援に繋がる。

の面会についてなどである。精神障害者の意思決定支援は，具体的な検討が行われて

いない中では3 本ガイドラインを検討素材として，意思決定支援に係る課題を整理し

て，患者・家族，医療機関にとってよりよい方向性を見出して欲しいものであるの。

五稜会病院の精神科病棟における意思決定支援の実際

筆者の所属する五稜会病院は 193床の単科精神科病院である。急性期病棟 48床，

ストレスケア・思春期病棟48床 療養病棟 97床(開放49床，閉鎖48床)の 4つの病棟

を運営している。令和 2年 6月 15日時点で 12----79歳(平均年齢43.9議)の 185人が在院

し，在院日数は， 3か舟未満が 99人 (53.5%)と半数を超え 1年以上の長期入院者は

49人 (26.5%)，3年以上に眼れば 33人 (17.8%)である。診断別では，統合失調症圏が

48.1 %，気分障害圏 26.5%，神経症圏 11.9%で5 認知症はごく少数である。 2019年 I

月----2019年 12月までの 1年間の入院者数は 684人3 退院者数690人，平均在院日数

は98.1日であった。入院形態はp 医療保護入院者は 125人(18，3%)で，急性期病棟で

の措置，応急，毘療保護入院の非自発入院者は 124人 (38.8%)である。退院者の平均

入院期間は 95.4日， 3か刃以内の退院が 8割強， 6か足以内が 93%，1年以内が 97%で

あった。若年者が多い急性期中心で、退院支援を積極的に推し進めている病院である。

入院精神障害者の意思決定支援については，アドボケーターガイドライシのように

外部からピアサボータ)が患者のもとでアドボケートをしている訳ではないが3 ピア

サポーターが病棟に来て患者とお茶会をすることはある。入院患者の意思決定支援を

するのは，何も外部の支援者がするだけではなく，一般的には医療スタッフが行うも

のである。患者は医療者には遠慮して言いたいことも言えないから外部のアドボケー

ターが役割を担うべきとする意見を否定するものではないが，制度や診療報酬と結び

ついていない外部支援者が病院に来る状況にはない。当院では， Beauchamp TIと

Childress JFが「生命医学倫理の諸原則j5>で提唱した医療倫理の四原則，すなわち自

律性の尊重・無危害・善行・公正を元に医療従事者が倫理的な問題に直面した時に，

どのように解決すべきかを検討する倫理カンフアレンスを行っている。精神科病院で

は，非自発入院者で病気の理解の乏しさから自分にとって不利益になりかねない考え

をする場合もあるので，患者の意思決定支援と治療のジレンマを抱えることも少なく

ない。この葛藤の中で，当院での意思決定支援に繋がる取り組みを例示する。個人情
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報保護から事例は改変している。

事例 1

ラ0代女性，双極性感情障害。夫との不仲から埴気，腹痛，下痢などの身体症状に

加え，不眠，意欲低下，抑うつ気分，情緒不安定P リストカット，自殺をほのめかす

言動があった。浪費や頻回の外出など操状態を呈したことがある。短絡的に離婚し，

その後，後悔から抑うつ気分が選延している。希死念慮が強く当院に医療保護入院と

なり，食事量が倍下している状態が続いたが行動佑はなかった。しかし， r誰も私を

分かつてくれないJと不満が募り，シーツで給首未遂し，隔離となった。患者は「施

錠されていないと行動化しそうだから隔離解除をしないで欲しいj と希望し， r頑張

るのが辛い。作業療法に出ても意味がない。自分の存在意義がない。寂しい。保護室

なら構ってもらえるJといった訴えがある。本人の意思を尊重しながら行動拡大を進

めてはいるが，隔離解除になれば行動化すると明言をしており，隔離が長期化してい

る。行動化のリスクが少なしかかわりの多い保護室環境は本人にとって安心感が得

られるだろうが，隔離を続けることは本人にとって最善なのかどうか。倫理的な視点

から隔離の意義や治療の取り組みについて スタッフとして守るべき倫理価値を倫理

原則に当てはめて検証した。

自律尊重:自分自身で考え決定することを尊重することであるが，行動化を起こさ

ないために隔離して欲しいという本人の意思は尊重した。作業療法への参加も無理強

いはせず，本人に選択してもらった。

善行:本人にとっての最善を尽くすことで，本人にとって安心できる環境ではあっ

た。しかし，一人暮らしをしたいという本人の患いと退院に向けた社会性の面からも

最善の案とは言えない。隅離以外の方法で，本人にとって最善な安心を感じられる環

境とかかわりの提案・提供が必要で、ある。

無危害:危害のリスクを囲避することであり，実際に行動化を起こしているため，

当初の隔離はやむを得なかった。現状でも希死念慮，行動化のリスクは高いため，危

害の回避にはなっている。

正義:権力や立場にかかわらず，利益や善が公平にもたらされる。

誠実:真実を告げる。隔離解除については駿昧に言わずに本人と向き合いながらス

テップアヅプを目指した。

本人の[行動化を防ぐために隔離してほしい。作業療法に出ても意味がないjとい

う訴えと，スタヅブ側の「本人の社会性を保つためには隔離解除のステップアップを

行うことが最善jという思いのズレがジレンマとなり，行動拡大が進まなかった。本

人の「行動化しそうjという不安感や「何をしても意味が無い。誰も必要としてくれ

ないj という虚無感に向き合い，安心感や自己肯定感に繋がるケアを行う必要があっ

た。また3 頑張ることが辛いと訴える患者に対し，作業療法への参加を促すだけで、は

なし時期を見ながら本人が必要とすることをともに考え取り組んでいくことが最善

の方法と考えた。日々の受容的なかかわりや，本人参加型カンフアレンスの実施に

よって，本人の「開放時間が長くなっても大丈夫かな。話してもいいかなj といった
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意識の変化が生まれた。本人に意思決定しても良いこと，しかしそれがすべて叶うと

は限らないことも含めて提示した。本人の意思を尊重し3 安心できる環境を整えなが

ら隔離解除に至った。

事例2

40代女性。 20代で統合失調症を発症。病識がなく，怠薬と症状の再燃を繰り返し

ている。本人は症状を霊的体験に基づくものとし，これは病気ではないという認識は

固定イちされて修正困難であった。内的異常体験に支配された行動化があり医療保護入

院となった。内服には強い拒否の意思を示すためドラッグフリーで経過観察したが，

鏡の前での犠式的な行動や空笑が目立ち，家族にも rooを殺せjと電話をした。除

霊のためと大声で叫ぶなど落ち着かず隔離開始となり，ハロベリドーノレの筋注を 1遊

間行った。隔離解除となり，好きなアーテイストのライブに行きたいと強く希望した。

家族は， r病識を持って薬を飲むように指導して欲しい。霊的な体験や幻聴の対話な

どをなくして欲しいjと切に希望した。家族の同意が得られれば外出可とすることを

検討したが，両親が強く拒否し， r病状が不安定なのに家族に判断を委ねるのかjと

病院への不信感や怒りを示した。家族の意向も考慮し，妄想などの症状も強いことか

ら外出は不可になったが，本人は外出できないことに対して強い憤りがあった。

スタッアは，病気ではないと否定し治療に拒否的な本人と病状や治療に対して厳し

い両親との開で，双方の意思をどのように尊重していけばいいのか悩んだ。スタップ

は本人の外出希望の意思を支援したい気持ちがあるが， どのような対応が適切だった

のか倫理カンフアレンスで検討した。まず，医学的・標準的最善の判断として 3 統合

失調症の治療のスタンダードである薬物療法は3 病状の改善，寛解を維持するために

は必須で、ある。症状を完全になくすというよりは緩和する，コントロ}ノレ可能な程度

に落ち着かせる治療を目指した。本人の思い(意思)は， r自分は病気ではない。霊媒

体質で霊体験で薬や治療は必要ない。除霊できないと辛い。悪霊がたくさん寄ってく

ると辛い。霊体験はありながらでも生活はできる。一人暮らしで大丈夫jというもの

で、あった。

一方，家族の思い(意向)は， r病気を治して欲しい。ドラッグフリーの期間は3 何

も治療してもらっていない，好きなようにさせて放置している。指導・教育をしっか

りとして欲しい。自分達に判断を委ねないで治療的判断をしっかりとしてもらいた

いJである。合意を妨げている点として，治療の目標や内容について本人と家族の認

識と現状に相違があり，双方の意向が全く折り合わない。

ここで，社会的公平・公正，社会通念の社会的視点から，本人にとっての最善を考

えてみる。「本人の意思jを支援する際には， r涯学的・標準的最善の判断Jr家族の

思いjを併せて総合的に判断する必要がある O 本人の最善とは，単身で安定した暮ら

しができること，症状に脅かされないで過ごすことができる，症状のせいで生活が破

綻しないことである。一方，本人にとっての最善を実現するために，家族の過重な負

担を避けるなどの配慮も必要で、ある。家族へのケアが必要であれば検討し，家族の思

いも聞いていく o 治療の経過や本人の病状を伝え，本人の思いを理解してもらえる場
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を作ることとした。今後の方針として，本人，家族それぞれの話を十分に聞きながら，

折り合える場所を見つけ，できるだけ本人にとって苦痛やストレスが少ない治療を継

続することとなった。結果的には，グループホームに退院し，意思決定支援としては

本人3 家族ともに満足すべきものとなった。

入院精神障害者の意思決定支援では，アドボケーターガイドラインのように外部か

ら個別相談員が来て権利擁護を行うのが良いのだろうが，現在の制度上はそのような

仕組みはなし診療報酬上の算定もないに至つては精神科病院で広く普及することに

はならない。一般的な医療では意思決定支援は治療スタッフが担っているのであり，

精神科でも同様であろう。また3 精神科では，非自発入院者で治療に納得していない

患者と患者の希望に添えない家族との聞にスタップが入って板挟みになることも多

い。意思決定支援においては，患者の意思に加え，スタンダ」ドな医療の提供と家族

などの意向の 3つをバランス良く総合的に判断することが必要である。本人にとって

の最善に繋がるような精神科専門職として多職種協同での意思決定支援が望ましい。

おわりに

平成 27年度厚生労働科学研究補助金障害者総合福祉推進事業「入院に係る精神障

害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業jの概要と当続で、行っている倫理

カンファレンスでの意思決定支援の実際について報告した。意思決定支援は権利擁護

の側面があり，外部からの個別相談員がかかわるのが良いが3 精神科医療現場では，

病気の理解が乏しい患者と家族の意向などを総合的に判断し治療する必要がある。病

気治療を含めた本人にとっての最善を念頭に入れたパランスのよい総合的な意思決定

支援が望まれる。
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